


令和４年度 人権教育及び人権啓発施策（年次報告）の概要
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◆ 根拠 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第８条に基づき、
前年度において、各府省庁が取り組んだ人権教育・人権啓発の
施策について国会に報告するもの

◆ 閣議予定日 令和５年６月６日（火）

令和４年度における人権教育・啓発に関する主な施策

女性の人権に関する取組（P.16～22）

こどもの人権に関する取組（P.２～７、10～12、23～40）

ＤＶ・セクシュアルハラスメントをテーマとする
啓発動画の配信、全国一斉｢女性の人権ホットライン｣
強化週間による相談体制の強化

SOSミニレター

人権侵犯
事件数

令和２年 令和３年 令和４年

629 435 430

人権侵犯
事件数

令和２年 令和３年 令和４年

1,550 1,473 1,338

保護者の信仰に起因してこどもの権利・利益が脅かされているといった相談
を的確に把握し、地域ネットワークを活用した重層的支援を行うなど関係機関の
連携による実効的な対応を実施

トピックス 保護者の信仰に起因したこどもの悩みの解決に向けた取組

トピックス こども基本法
こども家庭庁の設置と併せ、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施して
いくための包括的な基本法として令和４年６月に成立・令和５年４月に施行

・ ｢全国中学生人権作文コンテスト｣や｢人権教室｣に
加え、いじめや児童虐待への関心を促す啓発動画の
配信等の啓発活動の実施

・ 全国一斉 ｢こどもの人権110番｣強化週間、｢こど
もの人権SOSミニレター｣、SNS等による相談体制
の充実

学校における人権教育の充実、いじめ・暴力行為等に対する取組の推進、
こどもの性被害に係る対策

生徒指導提要の改訂についてトピックス

生徒指導の基本的な考え方や取組の方向性等を再整理するとともに、今日的な課
題にも対応していくため、生徒指導提要を12年ぶりに改訂し、令和４年12月に文
部科学省のHPに公開



ハンセン病問題に関する取組（P.72～75）

外国人の人権に関する取組（P.60～66）

ヘイトスピーチは許されないことを訴えるポスター等の
活用、インターネット上のヘイトスピーチの解消に焦点を
当てた啓発動画の配信やSNSによる定期的な情報発信、日
本語を自由に話すことの困難な外国人等からの人権相談へ
の多言語（約80言語）対応
化による相談体制の充実

関係省庁が連携してシンポジウムの開催などの啓
発活動等の実施、｢ハンセン病に係る偏見差別の解消
のための施策検討会｣による提言の公表

人権侵犯
事件数

令和２年 令和３年 令和４年

60 59 47

人権侵犯
事件数

令和２年 令和３年 令和４年

0 1 0

感染症に関連する人権問題に関する取組（P.67～71）
新型コロナウイルス感染症を含む感染症をテーマ

とする啓発動画の配信
人権侵犯
事件数

令和２年 令和３年 令和４年

44 68 49

部落差別（同和問題）に関する取組（P.53～56）
部落差別をテーマとする啓発動画の配信、インター

ネット上の差別を助長する書き込み等に対する削除要
請の実施

人権侵犯
事件数

令和２年 令和３年 令和４年

244 308 433

啓発動画

人権侵犯
事件数

令和２年 令和３年 令和４年

0 0 1

アイヌの人々に関する取組（P.57～59）
アイヌの人々の人権に関する啓発動画の配信、人権
教育啓発推進センターが実施する｢アイヌの方々のた
めの相談事業｣と人権相談との連携開始
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高齢者の人権に関する取組（P.41～43）

高齢者を含む全ての人の人権が尊重される社会の
実現を訴える啓発動画の配信、社会福祉施設におけ
る相談体制の強化

人権侵犯
事件数

令和２年 令和３年 令和４年

208 147 104

特別支援教育の充実及び障害のある人に対する理解を深める教育の推進

障害のある人の人権に関する取組（P.44～52）

障害のある人を含む全ての人の人権が尊重される
社会の実現を訴える啓発動画の配信・冊子の配布等、
障害者支援施設における相談体制の強化

人権侵犯
事件数

令和２年 令和３年 令和４年

153 134 134
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トピックス 「ビジネスと人権」に関する我が国の取組
企業関係者等に対し、「ビジネスと人権」に関する

行動計画への理解を促進するとともに、特設サイトの
周知等、人権的視点に立った企業活動を促すための取
組を実施

トピックス 職場におけるハラスメント防止対策の推進

厚生労働省において、職場におけるハラスメント防止に向けた周知啓発、事業主
への助言指導等を実施するとともに、カスタマーハラスメントに関する企業向け対
策マニュアルを活用した周知啓発を実施

特設サイト
｢Myじんけん宣言｣

性的マイノリティの人権に関する取組（P.90～92）

多様性を尊重する共生社会を実現するため、性的マイノリティをめぐる多岐にわ
たる課題について、関係府省が横断的に連携しながら取組を進めていく必要

人権侵犯
事件数

令和２年 令和３年 令和４年

17 9 9
特設サイト「Myじんけん宣言・
性的マイノリティ編｣

・ 講演会の開催
・ 性的マイノリティをめぐる人権問題について解説し
た啓発冊子の配布・動画の配信

・ 性的マイノリティに対する理解増進に資することを
目的に、各企業・団体が進める取組事例を紹介する特
設サイトの開設

インターネット上の人権侵害に関する取組（P.81～84）

・ SNS・掲示板等のインターネット上の誹謗中傷等の根絶
を呼び掛ける啓発動画のウェブサイトや街頭ビジョン、テ
レビCM等の多様なメディアでの配信

・ 中高生及び保護者向け啓発冊子の大幅な改訂

人権侵犯
事件数

令和２年 令和３年 令和４年

1,693 1,736 1,721

啓発動画
・ 有識者検討会の取りまとめ（インターネット上の書き込
み等のうち削除されるべきものの基準等について法的に整
理）を踏まえた削除要請の実施、プロバイダ事業者等との
意見交換
→ 自治体等の働き掛けもあり、プロバイダ事業者等の理
解が進み、誹謗中傷等に該当する違法な書き込みや差別
を助長するおそれのある動画等が削除された事例も確認

啓発冊子
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○ 関心のある人権課題は何か
「インターネット上の誹謗中傷などの人権侵害」（53.0%）【前回：43.2%】
「障害者」 （50.8%）【前回：51.1%】
「こども」 （43.1%）【前回：33.7%】

特集 人権擁護に関する世論調査（P.113～130）

○ 人権問題の解決に向けて、国が力を入れるべきことは何か
「学校内外の人権教育の充実」（57.6%）【前回：59.8%】
「啓発広報活動の推進」 （46.9%）【前回：43.1%】

令和４年に実施した「人権擁護に関する世論調査」の結果を基に、人権教育・
人権啓発をめぐる国民の意識を概観

【今後の人権教育・啓発の方向性】
世論調査の結果を踏まえ、国民が関心のある人権課題を中心に、インターネット
などの新たな媒体を活用した人権教育・啓発の充実を図る必要

○ どのような方法による啓発広報活動が効果的か
「テレビ・ラジオ」 （67.5%）【前回：70.3%】
「SNSを含むインターネット」（49.5%）【前回：41.9%】
「新聞・雑誌」 （32.9%）【前回：41.8%】



• 令和５年３月に、学校における人権教育の手引きである「人権教育の指導方
法等の在り方について」［第３次とりまとめ］の補足資料を令和４年度１年
間の動向等を踏まえて更新し、改訂版生徒指導提要に係る内容、こども基本
法などこどもの人権に係る動向、ハンセン病問題に係る動向等を追記。

• 問題を抱える児童生徒への適切な相談等の支援のためスクールカウンセラー
やスクールソーシャルワーカーの配置等の教育相談体制の整備への支援や、
「24時間子供SOSダイヤル」の整備、地方公共団体へのSNS等を活用した相
談体制の整備への支援等、総合的な取組を推進。

• 令和５年２月の通知において、犯罪に相当するいじめ事案については直ちに
警察に相談・通報を行い、適切な援助を求めなければならないことや、児童
生徒への指導支援の充実等、取組の徹底を求める事項について周知。
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生徒指導提要の改訂について（P.3～4）

• 生徒指導の基本的な考え方や取組の方向性等を再整理するとともに、今日
的な課題にも対応していくため、生徒指導提要を12年ぶりに改訂し、令
和４年12月に文部科学省のウェブサイトに公開。

• 今般の改訂では、課題が発生する前から児童生徒の発達を支えるような生
徒指導の側面に着目し、特定の課題を意識せずに全ての児童生徒を対象に
行う「発達支持的生徒指導」という働きかけを重視しており、例えば、人
権教育の推進などを行うことが重要であると示している。

• 性犯罪・性暴力に関する対応については、課題未然防止教育として、全て
の児童生徒が性犯罪・性暴力に対して適切な行動をとれる力を身に付ける
ことができるように「生命（いのち）の安全教育」を実施することを新た
に記載。

• 「性的マイノリティ」に関する課題と対応については、教職員への適切な
理解の促進、教職員の人権感覚の醸成及び相談体制の整備が重要であるこ
と、「性的マイノリティ」とされる児童生徒への配慮と他の児童生徒への
配慮との均衡を取りながら支援を進めること等について新たに記載。

• さらに、学校における懲戒と体罰の区別や不適切な指導と考えられる具体
例を挙げながら、体罰や不適切な言動等が決して許されないことを記載。

令和４年度における人権教育に関する施策【文部科学省関係】

トピックス

学校における人権教育の充実（P.2）

いじめ・暴力行為等に対する取組の推進（P.25～27）



• 生命（いのち）を大切にし、こどもたちを性暴力の加害者・被害者・傍観者
にさせないための「生命（いのち）の安全教育」の教材・指導の手引き等を
作成し、令和３年４月に公表。令和４年度は、教員向け研修動画の公開及び
児童生徒向け動画教材の活用等を周知するとともに、生徒指導提要において
性犯罪・性暴力の対応について新たに整理する等、取組を促進。

• 令和３年５月に成立した「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関
する法律」に定められた施策を総合的かつ効果的に推進するため、基本的な
指針を令和４年３月に策定。また、同法が定める特定免許状失効者等に関す
るデータベースに係る規定の施行に合わせ、令和５年３月に通知を発出し、
運用に係る注意事項や、児童生徒性暴力等の防止等のために学校及びその設
置者が行うべき主な対応を改めて周知。また、教育委員会や学校における教
員に対する研修や意識啓発の取組がより効果的なものとなるよう、令和４年
度には、啓発動画や研修用動画、好事例集等を作成・公表。
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保護者の信仰に起因したこどもの悩みの解決に向けた取組（P.39～40）

• 宗教2世・3世と呼ばれるこどもや若者が抱える様々な悩みを救い上げて
救済につなげていくためには、教育の役割も重要。

• 各都道府県教育委員会等に対し、学校においては、宗教に関係すること
のみを理由として消極的な対応をすることなく、課題を抱える児童生徒
の早期発見、早期支援・対応等に努めることや、児童生徒の心のケアを
図る必要がある事案については、学校内の関係者で情報を共有し、チー
ム学校として教育相談に取り組むことを周知。大学等も含めた各学校に
対しては、生徒・学生等から経済的支援に関する相談があった場合には
丁寧に対応するなど、生徒等に寄り添った対応を行うことなどを周知。

トピックス

こどもの性被害に係る対策（P.30～33）



• 令和４年に実施した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする
児童生徒に関する調査」において、学習面又は行動面で著しい困難を示す児
童生徒が通常の学級にも一定の割合で在籍していることが判明。障害のある
こどもと障害のないこどもが可能な限り共に教育を受けられるように条件整
備を行うとともに、一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を受け
られるよう、 「障害のある子供の教育支援の手引」 の改訂・周知等の取組を
実施。

• 障害のある人が、一生涯を通じ、本人の希望する学習を主体的・継続的に行
うことができる環境を整備するためのプログラムに「大学・専門学校等にお
ける生涯学習機会創出・運営体制のモデル構築」を加えたほか、学びの場の
担い手の育成や学びの場の拡大を目指した「共に学び、生きる共生社会コン
ファレンス」を開催。

• 関係省庁間の連携の下で一体的な施策を進めるため、令和３年度に引き続き、
各学校設置者に対して、厚生労働省作成の中学生向けパンフレット「ハンセ
ン病の向こう側」や法務省作成の人権啓発動画・冊子、国立ハンセン病資料
館の講師派遣などハンセン病に関する教育に有用な資料等の活用を法務省、
厚生労働省との連名通知により要請。

• 独立行政法人教職員支援機構が実施する人権教育推進研修等において、専門
的知見を活用して組織的な取組等を推進する人材の育成を行っているほか、
同機構が提供する校内研修用の動画コンテンツの一環としてのハンセン病問
題に係る講義動画について周知を図るなど、各学校設置者に対するハンセン
病問題に係る情報提供や、指導者の育成及び資質向上の支援等を実施。

• 性的マイノリティの児童生徒等へのきめ細やかな対応に資するよう、関連通
知や教員向けパンフレット等により学校における適切な教育相談の実施等を
促したほか、各都道府県教育委員会等の人権教育担当者を対象とした会議や
独立行政法人教職員支援機構が実施する人権教育推進研修、大学等の教職員
が出席する会議等での周知等の取組を推進。また、令和４年12月に公表した
改訂版生徒指導提要において、性的マイノリティに関する項目を新設。
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ハンセン病患者・元患者やその家族に対する偏見・差別をなくし、
、理解を深めるための教育・啓発活動（P.73～74）

性的マイノリティに関する人権（P.91～92）

障害のある人に対する支援の充実（P.47～49）


